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手形・小切手に関する注意点について 

 

 

平素より川口信用金庫をご利用いただきありがとうございます。 

電子交換所の手形・小切手の交換業務が 2027年 3月 31日に終了予定であります。 

つきましては手形・小切手の振出および受取に関して、下記の点にご注意下さるようお

願い申し上げます。 

 

１．手形・小切手の振出に関する注意点 

〇 他行を支払地とする手形・小切手に関して預金入金扱いの受付期限を設けている金融

機関があります。（預金入金扱いの受付期限の一例、2026年 3月 31日） 

〇 預金入金扱いの受付期限を設けている金融機関の場合、振出した手形・小切手の入金

や取立について取扱ができない事がありますのでご注意下さい。 

〇 上記の取扱いを踏まえまして、早期にお振込み・インターネットバンキング・でんさ

いネット等へのお切替えをお願いいたします。 

 

２．手形・小切手の受取に関する注意点 

〇 手形・小切手に最終振出期限を設けている金融機関があります。（最終振出期限の一

例、2026年 9月 30日） 

〇 手形・小切手を受取する場合、最終振出期限が過ぎていないかご確認する必要があり

ます。 

〇 最終振出期限の設定については振出人様にご確認するか、振出先金融機関のホームペ

ージ等でご確認をお願いします。 

 

 

 

手形・小切手の完全電子化にご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 


